
竹原市景観形成支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，竹原市景観条例（令和４年竹原市条例第１号。以下「条例」という。）

第６条第３項に規定する重点地区（文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１

４３条第１項の規定に基づき，本市が都市計画に定める伝統的建造物群保存地区を

除く。以下「重点地区」という。）内において，竹原市景観計画に定める景観形成基準に

適合した行為を行う市民又は事業者に対し，予算の範囲内で補助金を交付することにつ

いて，竹原市補助金交付規則（昭和３５年竹原市規則第１１号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この要綱において「修景」とは，条例の規定により策定された竹原市景観計画（以

下「景観計画」という。）に定める景観形成基準（以下「基準」という。）に適合し，か

つ，周辺の景観に調和させることをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は，重点地

区内の道路等の周辺から眺望できる建築物等の外観部分において，次条に定める修景事

業を行う建築物等の所有者若しくは管理者又は土地所有者等とする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は，次の各号のいずれにも該当するものでなけれ

ばならない。 

⑴ 重点地区内で実施する事業であること。 

⑵ 建築物等（景観法第１６条第３項に規定する勧告を受けたものを除く。）の所有者若

しくは管理者又は土地所有者等が行う事業であること。 

⑶ 基準に適合し，かつ，周辺の景観と調和する事業であること。 

⑷ 国，県又は市の他の制度による補助金を受けていない事業であること。 

⑸ 補助金を交付する年度内に完了する事業であること。（事業の規模や内容により年



度内に完了することが困難な場合を除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するものは補助対象事業としな

い。 

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密

接な関係を有する者が関与するもの 

⑵ その他市長が適当でないと認めるもの 

（補助対象経費及び補助金交付額等） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，前条に規定

する事業のうち，外観に関して基準に適合しない部分について，基準に適合させるため

に行う次に掲げるものに係る費用とする。 

⑴ 建築物等の外観の修景 

⑵ 工作物の修景又は建築設備の遮へい 

⑶ 屋外広告物の除却又は修景 

２ 補助金の額は，別表の左欄に掲げる対象事業ごとに，それぞれ同表中欄に掲げる補助対

象経費に対する補助率により算出した額（算出した額に１，０００円未満の端数が生じ

た場合は，これを切り捨てるものとする）とし，同表右欄の補助限度額を上限とする。 

３ 第１項第１号の補助対象経費については，同一の建物につき，１回限り補助金を交付

するものとする。 

４ 第１項第２号及び第３号の補助対象経費については，同一敷地内につき，修景事業ご

とに１回限り補助金を交付するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は，竹原市景観形

成支援事業補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて，市長に申

請しなければならない。 

⑴ 位置図 

⑵ 工事設計図 



⑶ 補助対象事業に要する費用の見積書の写し 

⑷ 補助対象者であることを証明できる書類 

⑸ 現況写真 

⑹ 色彩のイメージがわかる図面 

⑺ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は，前条の規定による申請があったときは，申請の内容を審査し，適当と認め

たときは，速やかに補助金の交付を決定し，竹原市景観形成支援事業補助金交付決定通

知書（別記様式第２号）により，申請者に通知するものとする。 

２ 市長は，補助金の交付を決定するときは，必要な条件を付すことができる。 

（補助対象事業の変更等） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は，補助対象事業

の内容を変更しようとするときは，竹原市景観形成支援事業補助金変更承認申請書（別

記様式第３号）を市長に提出し，承認を受けなければならない。ただし，補助対象経費

等の補助金の算定に係わる重要な変更がない場合で，補助金の額に変更を生じないもの

については，この限りでない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，申請の内容を審査し，補助対象事業の

内容の変更を承認したときは，竹原市景観形成支援事業補助金変更承認通知書（別記様

式第４号）により，補助事業者に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第９条 補助事業者は，交付申請を取り下げるときは，遅滞なく竹原市景観形成支援事業補

助金交付申請取下げ書（別記様式第５号）を市長に提出し，申請の取下げをすることが

できる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは，当該申請に係る補助金の交付の決定

はなかったものとみなす。 

（補助対象事業が期日までに完了しない場合等の報告） 

第１０条 補助事業者は，補助対象事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合



又は，補助対象事業の遂行が困難になった場合は，速やかに市長に報告し，その指示を

受けなければならない。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は，補助対象事業が完了したときは，当該事業の完了の日から起算し

て２０日を経過した日又は当該年度の２月末日のいずれか早い日までに，竹原市景観形

成支援事業完了実績報告書（別記様式第６号）に次に掲げる書類を添えて，市長に提出

しなければならない。 

⑴ 補助対象事業の請負契約書等の写し 

⑵ 請求書又は領収書の写し 

⑶ 状況写真（実施前，実施後及び実施した内容が確認できるもの） 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は，前条の規定による報告書の提出があったときは，その内容を審査し，必

要に応じて現地調査を行い，報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した

条件に適合していると認められるときは，交付すべき補助金の額を確定し，竹原市景観

形成支援事業補助金の額の確定通知書（別記様式第７号）により，補助事業者に通知す

るものとする。 

２ 補助事業者は，前項の規定による通知を受けたときは，竹原市景観形成支援事業補助金

交付請求書（別記様式第８号）により，市長に補助金の交付を請求することができる。 

（補助金の交付） 

第１３条 市長は，前条の規定による請求を受けたときは，補助事業者に補助金を交付する

ものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１４条 市長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは，補助金の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

⑴ この要綱又は竹原市景観形成支援事業補助金交付決定通知に付した条件に違反し

たとき。  



⑵ この要綱により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。  

⑶ 補助金を他の用途に使用したとき。  

⑷ その他補助金を交付することが不適当であると市長が認めたとき。  

２ 前項の規定は，補助事業について第１２条の規定に基づく交付すべき補助金の額の確

定があった後においても適用するものとする。  

３ 市長は，第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは，

竹原市景観形成支援事業補助金交付取消通知書（別記様式第９号）により補助事業者に

通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は，前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において，当該

取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは，竹原市景観形成支援事

業補助金返還請求書（別記様式第１０号）により補助金の返還を請求するものとする。 

（立入検査等） 

第１６条 市長は，補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるとき

は，補助事業者に対して事業の報告を求め，又は指定する職員にその事務所，事業場等

に立ち入り，帳簿，書類その他の物件を検査させ，若しくは質問させることができる。 

（関係書類の保管） 

第１７条 補助事業者は，補助金の交付を受けた補助対象事業の実施状況等を明らかにす

るための台帳，書類その他必要となる図書を整備し，これらを３年間保存しておかなけ

ればならない。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この告示は，令和４年７月１日から施行する。 

 

 

 



別表（第５条関係） 

対象事業 

補助対象経費 

に対する補助率 

補助限度額 

建築物等の新築，改築又は増

築に伴う外観の修景 

重点地区の町並み保存

地区周辺地区 

１/２以内 １００万円 

重点地区の町並み保存

地区周辺地区以外 

１/２以内 ５０万円 

建築物等の新築，改築又は増築以外の外観の修景 １/２以内 １０万円 

工作物の修景又は建築設備の遮へい １/２以内 １０万円 

屋外広告物の除却又は修景 １/２以内 １０万円 

 

 


